
）

（１）専門部会報告・金額審議（非公開）
（２）茨城県最低賃金改正について（公開）
（３）茨城県特定最低賃金改正の必要性の有無（諮問）
（４）その他

主 要 議 題

議 事 要 旨

（１）専門部会報告・金額審議
   ① 茨城県最低賃金額　　　　８５１円（２円引上げ）
   ② 答申に至る経緯
　   専門部会の「茨城県最低賃金の改正決定に関する報告書」により、改正額
    について審議したが、労使の意見の一致には至らなかった。
   　このため、専門部会の審議結果について採決したところ、労側、公益は全
　　員が賛成、対して使側は全員が反対し結審した。
（２）茨城県最低賃金改正について（答申）
　  金額審議の結果を局長に答申した。
（３）局長から、茨城県特定最低賃金改正の必要性の有無について諮問があっ
　　た。
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